
���

　

国
や
特
殊
法
人
（
公
団
・
事
業
団
・
銀

行
・
公
庫
）
、
北
海
道
、
市
の
業
務
に
関

す
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
を
お
持
ち
の
方

は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

▼
日
時　

６
月　

日
�　
　

時
〜　

時

15

10

12

▼
場
所　

登
別
郵
便
局
（
Ｊ
Ｒ
幌
別
駅
西

　

口
前
）

▼
行
政
相
談
委
員　
 
山  
形  
貞  
子 
さ
ん
、 
前 

や
ま 
が
た 
さ
だ 

こ 

ま
え

　
 
川  
博 
さ
ん

か
わ 
ひ
ろ
し

▼
問
い
合
わ
せ　

　

情
報
推
進
Ｇ

　

（
�
○８５
 

６
５

　

８
６
）

　

若
者
求
職
者
向
け
企
業
と
の
就
職
面
接

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

管
内
企
業
約　

社
の
参
加
を
予
定
し
て

30

お
り
、
職
業
適
性
診
断
や
職
業
相
談
も
行

い
ま
す
の
で
、
お
仕
事
を
お
探
し
の
方
は
、

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

６
月　

日
�　
　

時　

分

14

13

30

　

〜　

時
（
受
け
付
け
時
間　

時
〜　

時

16

13

15

▼
場
所　
 
蓬 ほう 
峽 らい 
殿 
（
室
蘭
市
宮
の
森
町
１

で
ん

　

丁
目
）

▼
対
象
者　

お
お
む
ね　

歳
未
満
の
方

35

『
▼
申
し
込
み
』

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

情報あらかると

▼
問
い
合
わ
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭

　
　
　
　
　
　
　

（
�
○２２
 

８
６
８
９
）

　

国
際
化
の
進
展
に
伴
い
、
わ
が
国
に
入

国
、
在
留
す
る
外
国
人
は
増
加
傾
向
に
あ

り
、
わ
が
国
の
労
働
市
場
に
及
ぼ
す
影
響

も
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
で

は
、
毎
年
６
月
を
『
外
国
人
労
働
者
問
題

啓
発
月
間
』
と
定
め
、
各
種
啓
発
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

外
国
人
労
働
者
の
適
正
な
就
労
の
促
進

と
不
法
就
労
の
防
止
に
つ
い
て
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭

　

（
�
○２２
 

８
６
８
９
）
、
北
海
道
労
働
局

　

職
業
対
策
課
（
�　

－

　

－

２
３
１
１

０１１

７０９

　

聴
覚
障
が
い
者
の
福
祉
の
増
進
と
社
会

参
加
を
促
進
す
る
た
め
、
要
約
筆
記
奉
仕

員
養
成
講
座
を
開
講
し
ま
す
。

▼
月
日　

８
月　

日
�
〜　

月　

日
�
の

19

12

16

　

期
間
中　

日
間
・
延
べ　

時
間

12

52

▼
場
所　

北
海
道
立
道
民
活
動
セ
ン
タ
ー

　

ビ
ル
（
か
で
る
２
・
７
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

�
北
海
道
身
体
障
害
者

　

福
祉
協
会
（
�　

－

　

－

１
５
５
１
）

011

２５１

６
月
は
『
外
国
人
労
働
者

問
題
啓
発
月
間
』
で
す

『
一
日
行
政
相
談
』
を
偶
数
月

に
開
催
し
て
い
ま
す

問い合わせ
税務グループ（�○８５ １１５５）

平成１９年度から住宅のバリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額措置を設けました　　　　　
　既存住宅のバリアフリー改修が次の要件を満たす場合、対象家屋の翌年度分固定資産税
の３分の１が減額されます。

○対象家屋
　平成１９年１月１日以前に建てられた住宅（賃貸住
宅を除く）で１住宅について１回限りです。
○居住者
　次のいずれかの方が居住していること
　（１）６５歳以上の方
　（２）要介護認定または要支援認定を受けられた
　　　　方
　（３）障がいのある方
○対象となる改修工事
　４月１日から平成２２年３月３１日までの間に行った
次の工事で、補助金などを除く自己負担金額が３０万
円以上のもの。
　①廊下の拡幅　②階段の勾配緩和　③浴室の改良
　④便所の改良　⑤手すり取り付け　⑥床の段差解
　消　⑦引き戸への取り換え　⑧床の滑り止め化
○減額期間
　改修工事が完了した翌年度１年分
○減額範囲
　１戸当たり１００平方メー

トル 相当分までが減額の対象と
なります。

○申告、申告期限
　税務グループ（市役所本庁舎１階５番窓口）に備
え付けの申告書に、次に掲げる書類を添付して、改
修工事の完了後３カ月以内に税務グループへ申告し
てください。
（１）居住している方を証明する次のいずれかの書
　　　類
①６５歳以上の方…その方の住民票の写し（住民基本
　台帳で確認できる場合は必要ありません）。
②要介護認定または要支援認定を受けた方…その方
　の被保険者証（裏面に要介護、要支援と記載され
　たもの）の写し
③障がいのある方…その方の障害者手帳などの写し
（２）工事完了を確認できる書類など
①改修工事にかかわる明細書（工事の内容や費用を
　確認することができるもの）の写し
②対象となる改修工事が行われた個所の写真
③領収書の写し
　　なお、①から③までの書類については、建築士、
　登録性能評価機関などによる証明で代替えするこ
　とができます。

要
約
筆
記
奉
仕
員
養
成
講
座
を

開
講
し
ま
す

若
者
就
職
フ
ェ
ア
ｉ
ｎ
室
蘭
が

開
催
さ
れ
ま
す

イ
ン

）

）


